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海
岸
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

海
岸
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

海
岸
保
全
基
本
計
画
に
定
め
る
事
項
の
明
確
化

海
岸
保
全
基
本
計
画
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
海
岸
保
全
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を
細
分
し
、
海
岸
保
全
施
設
の

新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
項
及
び
海
岸
保
全
施
設
の
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
事
項
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
の
二
関
係
）

二

主
務
大
臣
が
直
轄
工
事
を
行
う
場
合
に
代
行
す
る
権
限
の
追
加

主
務
大
臣
が
直
轄
工
事
を
行
う
場
合
に
、
海
岸
管
理
者
に
代
わ
っ
て
行
う
権
限
と
し
て
、
海
岸
管
理
者
に
よ
る
操
作
規

則
の
策
定
等
、
海
岸
管
理
者
以
外
の
海
岸
保
全
施
設
の
管
理
者
（
以
下
「
他
の
管
理
者
」
と
い
う
。
）
が
策
定
す
る
操
作

規
程
の
承
認
等
、
他
の
管
理
者
に
対
す
る
勧
告
等
、
他
の
管
理
者
が
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
の
他
の
管
理
者
に
対
す
る
措

置
命
令
及
び
当
該
措
置
命
令
に
伴
う
損
失
の
補
償
等
の
権
限
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
の
五
関
係
）

第
二

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
の
国
等
に
よ
る
代
行
に
関
す

る
法
律
施
行
令
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
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海
岸
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備

を
行
う
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
そ
の
他

一

こ
の
政
令
は
、
海
岸
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
一
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）


